
「茅ヶ崎市地域防災計画（修正素案）」の 

パブリックコメント実施結果 

    

－ご協力ありがとうございました。－ 

 

 

１ 募集期間   令和５年１０月２６日（木）～ 令和５年１１月２８日（火） 

 

２ 意見の件数    １３件 

 

３ 意見提出者数    ４人 

 

４ 意見提出者年齢 

年代 １０代以下 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代以上 不明 

人数  ０人  １人  ０人  ０人  １人  ０人 ２人   ０人 

 

５ 内容別の意見件数 

 項目 件数 

１ 各計画に共通する意見  ６件 

２ 地震災害対策計画に関する意見  ３件 

３ 風水害対策計画に関する意見   １件 

４ パブリックコメントに関する意見  １件 

５ その他防災に関する意見 １件 

６ その他の意見  １件 

 合計 １３件 

 

 

 

 

 

                       茅ヶ崎市 くらし安心部 防災対策課 政策担当 

                             ０４６７-８１-７１２７ (直通) 

                             e-mail:bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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（意見及び市の考え方） 

■各計画に共通する意見（６件） 

 

（意見１） 

自主防災について 

自主防災組織の活動事例は参考になります。 

私のところでは、自主防災組織がありません。このような場合はどうするかを検討し

てください。私は集合住宅の住民です。ここには、管理組合があり、組合員の合意があ

れば、この組織を活用した自主防災組織は可能だと思いますが。組合には防災担当者を

置き、この人は講習を受けた人です。 

 

（意見２） 

自主防災組織等に対する防災知識の普及・啓発の取組について 

 自主防災組織の充実は必要な対策です。何度も言いますが、自主防災組織のないところ

をどうするかの検討をお願いします。 

 

（市の考え方） 

 自主防災組織とは、災害対策基本法上、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災

組織と位置付けられ、市町村の責務として、自主防災組織の充実を図ることとなってお

ります。 

現在、市内で活動する多くの自主防災組織は自治会等を単位として設立されているケ

ースが多いため、集合住宅の世帯で１つの自主防災組織を設立している場合や集合住宅

の世帯が地域の自主防災組織の構成員となっている場合がございます。 

また、自主防災組織は自治会とは別の組織であり、地理的状況や生活環境からみて住

民が連帯感を保ち、地域の防災活動を効果的に行える程度の規模の構成員や自主防災組

織の役員等を決めて規約を作成するなど一定の要件と手続のもとに自主防災組織を結成

することが可能です。 

市では「自主防災組織活動の手引」を作成し、この中で自主防災組織の設立について

掲載しているほか、自主防災組織や防災リーダーの役割や活動イメージ、平素から取り

組む防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施や防災資機材の整備・点検など、一定数以

上の集合住宅でも応用して取り組める内容が記載されていますのでご活用が可能である

と考えています。 

この他、市内在住、在勤（在学）でおおむね 10人以上で構成される団体やグループで

あれば、市民まなび講座による普及・啓発活動も行っておりますのでご活用ください。 
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（意見３） 

避難行動要支援者名簿作成等へのデジタル技術の活用について 

組織の実体がある場合は、デジタル技術による名簿等の作成は、どんどん進めることで

す。 

自主防災組織がないためか、要支援者の状況は掴んでいません。名簿のデジタル化以前

の問題です。 

 

（市の考え方） 

今回の地域防災計画の修正は、デジタル技術の活用により、避難行動要支援者支援制

度の実効性を高める観点から修正するものであります。避難行動要支援者名簿の作成に

あたっては、現在も専用のシステムを用いて作成しているところですが、今後、デジタ

ル技術のさらなる活用を検討する必要があることから防災対策の取組の考え方として修

正したところです。 

なお、避難行動要支援者名簿を活用して避難行動要支援者を支援するためには、避難

行動要支援者を支援できる状況を避難支援等関係者とともに作り上げることが重要とな

ります。現在、避難支援等関係者である地域住民や福祉事業者など様々な関係者と情報

共有や意見交換などを行っておりますので、今後も引き続き、取組を進めてまいります。 

 

（意見４） 

再生可能エネルギーを活用した非常電源設備等への対応について 

 地球温暖化防止は、喫緊のテーマです。そんな観点から「再生可能エネルギーを活用」

は必要な措置です。 

 集合住宅として、災害に必要なものは若干備蓄しています。行政の支援で、再生可能

エネルギーを活用した非常電源設備等ができるといいですね。 

 

（市の考え方） 

  今回の地域防災計画の修正は、避難所において停電時に施設・設備の機能維持のた

めの電力を確保する観点から修正するものであります。この点について、市では現状

で避難所となる各小中学校や公民館に発電機のほか、ソーラーパネルなどの再生可能

エネルギーを活用したポータブルの非常用電源を配備していますが、さらなる充実を

図るための検討を進めてまいります。 

なお、戸建て住宅や集合住宅が再生可能エネルギーを含めた非常用電源設備の備蓄

を進めることは、地震や風水害などの自然災害により停電が起きた場合の電力を確保

できるという点でメリットの一つとなります。行政の支援といたしましては、神奈川

県が毎年予算の範囲でソーラーパネル設置の補助等を行っていることを確認しており

ますのでご活用についてご検討ください。 

また、市では、自主防災組織に対して、防災活動に必要となる資機材等の購入に対

して財政的支援を行っています。この補助金を活用しポータブル電源に付随するソー

ラーパネル等の資機材を購入している自主防災組織もあり、令和４年度は４組織がソ

ーラーパネルの購入を行っております。 
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（意見５） 

地域防災計画の解説等について 

 地域防災計画は、「地震災害対策」「風水害対策」「特殊災害対策」の各計画まとめら

れています。その解説等のパンフレットをつくり公表してくだい。このパンフレットを読

むとそれぞれの内容が分かるようにお願いします。 

 

（市の考え方） 

 防災対策は市民ひとりひとりの取組が必要となるため、市民の皆様に分かりやすく

計画をお示しすることが重要であると考えております。このことから計画の構成や内

容等、市民の皆様が地域防災計画に関心を持っていただけるような概要版等の作成に

ついて、今後検討してまいります。 

 

（意見６） 

ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）の派遣の要請について 

 ＤＷＡＴの派遣の要請がしっかり位置づけられたことは、安心材料の一つです。 

 

（市の考え方） 

  過去の災害では、長期的な避難生活を余儀なくされ、必要な支援を受けることがで

きなくなったことにより、高齢者、障がい者、子ども等の要配慮者に身体的・精神的

な負担がかかり、持病の悪化や罹患、介護度の重度化、災害関連死等の二次被害が発

生したとの報告がありました。こうした被害を抑制するべく、市は、避難所内の一般

避難スペースでの生活が困難な障がい者及び高齢者等の支援措置として、社会福祉施

設等と障がい者、高齢者等の避難者の受入れに関する協定を締結し、福祉避難所の確

保を図ってきたところです。 

こうした市の取組とともに、広域的な応援体制の構築やより一層の福祉的支援の強

化の観点から、ＤＷＡＴとの連携は重要な取組であると考えております。令和４年度

には地区の防災訓練（避難所開設訓練）に神奈川ＤＷＡＴが参加するなど、神奈川県

と協力体制を構築している状況もございますので、今後も連携しながら、災害発生時

には、ＤＷＡＴの派遣要請について適切に実施できるよう努めてまいります。 
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■地震災害対策計画に関する意見（３件） 

 

（意見７） 

震災時の避難経路 

 茅ヶ崎市は、地震、津波、クラスター火災等の災害被害が想定されますが、避難経路

に問題があると思われます。茅ヶ崎市は、東海道線が東西に走っており、南エリアと北

エリアに二分されています。 

 南エリアから北エリアへの避難者が多数あると考えますが、東海道線を越えて北エリ

アに避難する手段は、踏切り、地下車道、地下歩道、架橋などの限られた場所となりま

す。地下車道、並びに地下歩道にあっては、冠水時には通行が不可となり、いよいよ避

難経路が少なくなりますし、避難時間も長くなり、避げ遅れの人が多数生じるのではと

考えます。南エリア内に安全な避難場所が確保できているのでしょうか？ 

 

（市の考え方） 

  市では、津波や大規模火災から一時的に避難する場所として、令和６年１月１日時

点で市内の各所に津波一時退避場所として１８０か所、広域避難場所として２１か所

の指定を行っています。 

  万が一、風水害の発生時に巨大地震とともに津波や大規模火災が発生するなどの複

合災害が発生した場合は、一部のエリアでは地下車道等が冠水するなど避難経路が寸

断されることが想定されますが、こうした場合でも、災害の状況に応じて近隣の避難

場所に避難をして命を守る行動をとっていただけるよう、今後も引き続き周知してま

いります。 

 

 

（意見８） 

耐震補強と防火仕様 

 茅ヶ崎市は、関東大震災において多くの家屋が倒壊したと聞いています。 

 茅ヶ崎市内には、新耐震基準制定前の家屋（空家を含む）が残っています。又砂地が

多く液状化による倒壊も懸念されます。 

 地震時には、できるだけ多くの新耐震基準をクリアした家屋と延焼防止の防火仕様を

満足する家屋を増やすため、補助金制度の更なる利用を行なって、減災が進むことを希

望します。 

 震災に備えて家屋を整備して、安心、安全の観点から自宅避難を選択される人が増加

することを望みます。 

 

（市の考え方） 

 市は、茅ヶ崎市耐震改修促進計画に基づく住宅の耐震化に向けた取組として、建築な

んでも相談を始めとするイベントの実施やリーフレットの作成・配布等、市民へ積極的

な周知・啓発を行い、住宅の耐震化に向けた意識の向上を図っているところです。 

 補助制度につきましては、新耐震基準以前の木造住宅における耐震診断や耐震補強工
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事への補助制度に加えて、木造住宅の除却工事に対する補助制度を用意する等、新たな

取組も行い、更なる耐震化を進めております。 

 延焼防止につきましては、主に商業系及び住居系の用途地域を中心に防火地域・準防

火地域を指定しており、建築物の不燃化を進めることで延焼火災の防止に努めているほ

か、感震ブレーカーの設置に関する補助を行う等の取組を進めています。 

 自宅避難につきましては、過去の災害では、避難所に多くの方が避難され、「プライ

バシーがない」「暑い・寒い」「周囲の生活音が気になる」といった問題が生じたこと

に加え、近年では感染症に関する懸念も高まっているところです。そのため、自宅が被

災しておらず、二次災害が発生していない等、自宅に留まっていても身の安全が確保さ

れる状況であれば在宅避難を推奨するなどの周知を今後も引き続き行ってまいります。 

 

 

（意見９） 

津波情報の伝達に関することについて 

 「津波情報については、あらゆる手段の活用を図り」とあるが、市民への情報伝達手段

は、防災行政無線、ホームページ、メール、ライン以外の方法がありますか。 

また、PC とスマホを使わない人々への情報伝達手段は防災行政無線と近所の人々の口

コミだと思います。PC とスマホを使わない人々が“災害に弱い”立場にならない措置が

必要です。どうなりますか。 

 

（市の考え方） 

 市では、防災行政用無線、テレビ神奈川データ放送、防災行政用無線電話応答サービ

ス、防災ラジオ、ちがさきメール配信サービス、緊急速報メール、市のホームページ、

ＬＩＮＥ、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、Ｙａｈｏｏ！防災速報、消防車両等による車両広

報などさまざまな媒体を活用した情報発信を行っております。 

このうち、ＰＣやスマホなどインターネット回線を使用しない方々が防災行政用無線

の放送内容を確認できる手段として、文字情報によるテレビ神奈川データ放送、音声情

報による防災行政用無線電話応答サービスや防災ラジオ、消防車両等による車両広報な

どがございます。 

市では、様々な状況にある市民の方々が何らかの手段により情報を入手することがで

きるよう、今後も複層的な情報発信に努めるとともに、これらの伝達手段に関する周知

に努めてまいります。 
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■風水害対策計画に関する意見（１件） 

 

（意見１０） 

 以前に避難指示がでた時に避難場所が足りなくなった。高齢者や障害者は優先的に避

難できるようしてほしい。 

 

（市の考え方） 

 令和元年東日本台風の際、市は市内の指定避難所（全小中学校）と二次避難所を開設

しましたが、多くの市民が特定の指定避難所や二次避難所に避難をしたことから、避難

所がひっ迫しました。こうした事態を踏まえ、市は風水害時においては浸水想定区域外

の避難所、親戚・知人宅、ホテル等の宿泊施設等に早めの避難をするよう改めて周知・

啓発を進めております。 

また、市は高齢者や障がい者等の避難に時間を要する方々を考慮し、「警戒レベル３

：高齢者等避難」の避難情報を発令することを想定しておりますので、警戒レベル３が

発令された時点で避難行動をとるなど早めの行動を促すよう、平素から周知を行ってま

いります。 

 

 

■パブリックコメントに関する意見（１件） 

（意見１１） 

 このパブリックコメント(パブコメ)の素案では、１計画修正の考え、２主な修正内 

容、３具体的な修正内容と整理されており、その項目にしたがい、内容を読むことがで 

き、これまで経験したことのない、パブコメの提示の仕方で、大変取り組みやすいもの 

でした。 

今後、ほかの課のパブコメもこうなることを期待しています。 

 

（市の考え方） 

 パブリックコメント手続における素案は、本案件のように既存計画の修正を行う案件

のほか、新規計画の策定や審査基準の制定改正などに対してご意見を募る案件もあるた

め、一律に提示することは難しい状況ではありますが、案件に応じて、市民の皆さまが

パブリックコメント手続に取り組みやすくなるよう努めてまいります。 
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■その他防災に関する意見（１件） 

 

（意見１２） 

相模川の洪水の発生等について 

計画にはないことで恐縮ですが、相模川について書きます。 

国交省によると、相模川左岸の寒川から馬入橋まで築堤工事はまもなく完成すると言っ

ています。（いつかはっきりしません）これができるとある程度の洪水対策はできます。

ですが、相模川の状況にもっと情報提供をしてください。 

 

（市の考え方） 

相模川下流を管轄する国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所（以下、国交省）よ

り寒川から馬入橋までの相模川左岸（茅ヶ崎市側）の築堤については、馬入橋上流約１

００メートルを除き堤防整備済みであり、残りの約１００メートルにおいても堤防整備

に向け国交省が調整を進めていくと伺っております。 

また、国交省は、例年、台風シーズン前頃に市の関係課及び地域住民等を対象に相模

川築堤箇所の巡視及び今後の築堤に関する進捗状況について説明を行っております。 

今後とも引き続き国交省と連携し、地域住民に情報を共有できるよう取り組んでまい

ります。 

なお、相模川の状況について、詳しい情報については、京浜河川事務所ホームページ

をご覧ください。 

ホームページ URL：https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index004.html 

 

 

■その他の意見（１件） 


